
関係市町からの負担金
ごみ処分手数料など
循環型社会形成推進交付金
資源回収物売払収入など
前年度決算余剰金
余剰電力売電収入など

1,797,382
133,446
9,167
37,555
6,242
60,848

2,044,640

説　　　　明

※歳入合計－歳出合計＝1,928千円については､翌年度に繰り越し｡

（単位：千円）【歳入】
費　　目 決　算　額

分担金及び負担金
使用料及び手数料
国 庫 支 出 金
財　 産　収　 入
繰　　 越 　　金
諸　　 収　　 入
歳　 入　合 　計

説　　　　明
（単位：千円）【歳出】

費　　目 決　算　額
議　　 会　　 費
総　　 務　　 費
情  報  処  理  費
ご  み  処  理  費
土　　 木　　 費
公　　 債　　 費
職　　 員　　 費
歳　 出　合 　計

令和元年度決算のあらまし

【歳入】 【歳出】

西いぶり
広 報

令 和 3 年 2 月 1 日 発 行
西 い ぶ り 広 域 連 合

第26号

☎0143ｰ59ｰ0705
0143ｰ59ｰ7005

　050-0051
室蘭市石川町22番地2

FAX

西いぶり広域連合では次の事業を行っています
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事 業 名 事　業　内　容 洞爺湖町壮瞥町豊浦町伊達市登別市室蘭市
ごみを焼却処理し、そのときに出る余熱を
プールや体育館の暖房に利用しています

戸籍や固定資産税などの電算業務を共同で
運用しています

地域住民の生活安定と文化の向上を図るため、
国や北海道への要望活動などを行っています

廃棄物処理事業

共同電算事業

広域連携事業

2,361
2,036

537,013
1,307,659
46,683
50,096
96,864

2,042,712

議会の運営経費
事務局の一般事務経費など
共同電算事業に係る費用
廃棄物処理事業に係る費用
げんき館ペトトル運営費用
借入金の返済に係る費用
職員の給料や各種手当など

※洞爺湖町は、令和３年度から共同電算事業に参加します。

げんき館ペトトルでは、メルトタワー21の焼却炉で発生する熱を利用した温水プールと、
トレーニング設備やランニングコースを備えた体育館を運営しています。
皆様のご利用をお待ちしております。
詳細は、右の二次元バーコードから、げんき館ペトトルのホームページにアクセスして
ご覧ください。

これまでの広報紙やホームページによる情報発信に加え、新たに
西いぶり広域連合公式ツイッターアカウントを開設しました。
げんき館ペトトルやリサイクルプラザのイベントなどの情報を発信します。
詳細は、右の二次元バーコードから公式アカウント（＠nishi_iburi）に
アクセスしてご覧ください。

げんき館ペトトルで健康づくり

西いぶり広域連合公式ツイッター始めました



引越しなどで大量に出たごみの自己搬入受付について

【 メルトタワー21からのお知らせ 】
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メルトタワー21（☎0143-59-0705）に搬入してください。
受付時間：８:30～17:00
　　　　　　※日曜日は燃やせるごみのみ。

料　　金：100kgまで500円
　　　　（100kgを超えると10kgごとに50円加算）
※ごみの種類（燃やせる/燃やせない）で、投入箇所が異なります。
　ごみを出すときは、事前に正しく分別しましょう。
　ごみの出し方は、右の二次元バーコードから西いぶり広域連合の
　ホームページにアクセスしてご覧ください。 メルトくん

登別市にお住まいの皆さんは、メルトタワー21にごみを搬入することはできません。
登別市のルールに従いごみを分別し、クリンクルセンターに搬入してください｡
受付時間：９:00～16:00（年中無休）
料　　金（直接持ち込みの1回あたり）

クリンクル坊や

※ごみの出し方は、クリンクルセンター（☎0143-85-2958）にお問い合わせいただくか、
　右の二次元バーコードから登別市のホームページにアクセスしてご覧ください。

区 分 ３月31日まで ４月１日から 改 定 幅

100kgまで ５００円 ８００円 ＋３００円

100kgを超えた場合
の10kgごとの加算 ５０円 ８０円 ＋０３０円

～ 室蘭市・伊達市・豊浦町・壮瞥町・洞爺湖町にお住まいの方へ ～

令和３年４月から「危険ごみ」区分が設けられます
スプレー缶・ライター・電池類は、 

分別して危険ごみとして排出してください

種　　類 注　意　点 危険ごみを出す日

スプレー缶

ライター

電 池

収集日や収集方法は、
お住まいの市町の広報紙や
ホームページでお知らせします。 

※スプレー缶には、 卓上ガスボンベや殺虫剤、整髪料、塗料、ガラスクリーナーなどが該当します。

各市町では使用済み小型家電を無料で回収しています。 
使用済み小型家電は、 各市町に設置されている回収ボックスに入れてください。
詳細は、お住まいの市町の広報紙やホームページをご覧ください。 
【回収ボックスに入れらないもの】
・家電リサイクル法対象製品（テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機、エアコン）
・電池、 バッテリー、蛍光灯、電球、 CD 、DVD、プリンターのインクなど

使用済み小型家電のリサイクル回収にご協力ください

中身を使い切ってください。
穴をあけずに出してください。

電池は、乾電池のほか、ボタン電池や
リチウムイオン充電池などを含みます。

中身を使い切ってください。

スプレー缶※ ライター 電　池


